
通常、③申請から⑤工事着工まで１箇月程度の時間を要します。市や金融機関の審査等でさらに時間を要する場合がありますので、余裕をもって申請してください。

なお、金融機関への提出書類は、融資を希望する金融窓口でご確認ください。

～　排水設備改造資金融資あっせん及び利子補給金交付の流れ　～

①工事指定店へ融資を希望する旨申出

●申請の取り次ぎ

（排水設備等計画申請

書と併せて提出）

●市税等の滞納調査

⇒融資あっせん可否の決定

●可の場合、金融機関へ「融資

依頼書」を送付

●申請者へあっせん可否の通知

○「融資あっせん決定（却下）通知」の受領

④金融機関へ融資申請

（却下の場合は、自己資金）

●申請者に融資可否の通知

●工事指定店へ排水設備等計

画の確認通知

※１「融資あっせん及び利子補給金交付決定

（却下）通知書」の受領

⑤工事着工依頼

（却下の場合は、自己資金）

●工事完成

⇒完成検査の申請
●工事の完了検査

⇒「排水設備工事完了

検査済証」の交付

※２「排水設備工事完了検査済証」の受領

⑥金融機関と融資契約、支払い依頼

（※１「融資あっせん及び利子補給金交付

決定通知書」、※２「排水設備工事完了検

査済証」を持参）

○工事代金の受領

⑦契約に基づき返済（利子補給金以外）

●利子分（上限２％）の支払い

申 請 者 工事指定店 市 （下水道課）
工事業

協同組合
（工事指定店

が組合加入

の場合）

●取り次ぎ

●申請用紙配付

（３枚セット）

○融資条件の了承

③申請（工事指定店へ依頼）融資金額は100万円以内、

万円単位

●取り次ぎ●工事着工

●取り次ぎ

●「排水設備工事完了

検査済証」 の取り

次ぎ

金融機関

●融資条件等を説明（概

要）

○依頼書の受領

●融資の審査

⇒市に可否の通知

●融資契約

●工事代金支払い

●融資報告

●利子分の請求（年２回）

○利子分の受領

○返済金の受領

②金融機関で融資条件を確認

○融資報告書の受領


